
大和市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２５年３月２９日 

                     大和市長  大 木  哲   

 

大和市規則第１８号 

大和市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市職員の退職手当に関する条例施行規則（平成１８年大和市規則第５７号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「第１５条」を「第２１条」に改める。 

第２条中「第８条の２」を「第９条」に改める。 

第８条から第１０条までを次のように改める。 

（退職手当支給制限処分の通知） 

第８条 条例第１３条第１項の規定による処分に係る同条第２項に規定する通知及び条例第１５条

第１項（同項第１号又は第２号に該当する場合に限る。）の規定による処分に係る同条第５項に

おいて準用する条例第１３条第２項に規定する通知は、退職手当支給制限処分書（第１号様式）

により行うものとする。 

２ 条例第１５条第１項（同項第３号に該当する場合に限る。）又は同条第２項の規定による処分

に係る同条第５項において準用する条例第１３条第２項に規定する通知は、退職手当支給制限処

分書（第２号様式）により行うものとする。 

（退職手当支払差止処分の通知） 

第９条 条例第１４条第１項の規定による処分に係る同条第１０項において準用する条例第１３条

第２項に規定する通知は、退職手当支払差止処分書（第３号様式）により行うものとする。 

２ 条例第１４条第２項（同項第１号に該当する場合に限る。）の規定による処分に係る同条第１

０項において準用する条例第１３条第２項に規定する通知は、退職手当支払差止処分書（第４号

様式）により行うものとする。 

３ 条例第１４条第２項（同項第２号に該当する場合に限る。）の規定による処分に係る同条第１

０項において準用する条例第１３条第２項に規定する通知は、退職手当支払差止処分書（第５号

様式）により行うものとする。 

４ 条例第１４条第３項の規定による処分に係る同条第１０項において準用する条例第１３条第２

項に規定する通知は、退職手当支払差止処分書（第６号様式）により行うものとする。 

 （退職手当支払差止処分の通知） 



第１０条 条例第１６条第１項（同項第１号又は第２号に該当する場合に限る。）の規定による処

分に係る同条第６項において準用する条例第１３条第２項に規定する通知は、退職手当返納命令

書（第７号様式）により行うものとする。 

２ 条例第１６条第１項（同項第３号に該当する場合に限る。）の規定による処分に係る同条第６

項又は条例第１７条第１項の規定による処分に係る同条第２項において準用する条例第１３条第

２項に規定する通知は、退職手当返納命令書（第８号様式）により行うものとする。 

第１１条を第１３条とし、第１０条の次に次の２条を加える。 

（条例第１８条第１項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相

当な理由がある旨の通知） 

第１１条 条例第１８条第１項の規定による通知は、退職手当条例第１８条第１項に規定する懲戒

免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書（第９号様

式）により行うものとする。 

（退職手当相当額納付命令の通知） 

第１２条 条例第１８条第１項、第２項又は第３項の規定による処分に係る同条第７項において準

用する条例第１３条第２項に規定する通知は、退職手当相当額納付命令書（第１０号様式）によ

り行うものとする。 

２ 条例第１８条第４項又は第５項の規定による処分に係る同条第７項において準用する条例第１

３条第２項に規定する通知は、退職手当相当額納付命令書（第１１号様式）により行うものとす

る。 

第１号様式から第５号様式までを次のように改める。 

  



第５号様式の次に次の６様式を加える。 



附 則 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 


